
シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項  

○ 福祉供給過程   ・公私（民）関係、再分配、割当、  

行財政、計画  

・その他  

○ 福祉利用過程   ・ステイグマ、情報の非対称性、  

受給資格とシティズンシップ  

・その他  

⑦福祉政策と関連政策   ○ 福祉政策と教育政策  

○ 福祉政策と住宅政策  

○ 福祉政策と労働政策  

36  

シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項   
想定される教育内容の例  

・地域福祉の基本的考え方（人権尊重、  ①地域福祉の基本的考え方  ○ 概念と範囲   ・定義   
権利擁護、自立支援、地域生活支援、  ・その他   
▲・d■ヨ≡、－      地域移竹、社貰的包摂等を己む。）に  

ついて理解する。  
○ 地域福祉の理念   ・人権尊重、権利擁護、自立支  

援、地域生活支援、地域移行、   

t地域福祉の主体と対象について理解  
社会的包摂  

する。  
・その他  

○ 地域福祉の発展過程  

・地域福祉に係る組織、団体及び専門  ○ 地域福祉における住民参加  

職の役割と実際について理解する。  の意義  

○地域福祉におけるアウト  
・地域福祉におけるネットワーキング  リーチの意義  

意義と方法及びその実際について理  
（多職種・多機関との連携を含む。）の   ○ 地域福祉の主体  

解する。  ○ 地域福祉の対象  

○ 社会福祉法   ・地域福祉の推進  
・地域福祉の推進方法（ネットワーキン  ・その他  

グ、社会資源の活用・調整・開発、福 祉ニーズの把握方法 
、地域トータルケア  

システムの構築方法、サービスの評価  
と実際   特定非営利活動法人、社会福  

方法を含む。）について理解する。   
祉  

協議会、民生委員・児童委員、  

共同募金、自治会、ボランティア  

組織、企業、生活協同組合、農  

業協同組合  

・その他  



シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項  
想定される教育内容の例  

④地域福祉の推進方法   ○ネットワーキング（多職種・  

多機関との連携を含む。）   多機関との連携を含む。）の意  

義と方法及び実際  

・その他  

○地域における社会資源の活  

用・調整■開発   用・調整・開発の意義や目的と  

留意点及びその方法と実際  

・その他  

○地域における福祉ニーズの  

把握方法と実際   法と実際  

・その他  

・量的な福祉ニーズの把握方  

法と実際  

・その他  

○地域トータルケアシステムの  

構築方法と実際   必要な要素  

・地域トータルケアシステムの  

構築方法と実際  

・その他  

・ストラクチャー評価、プロセス  

評価、アウトカム評価  

・その他  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・福祉の行財政の実施体制（国・都道  （D福祉行政の実施体制   ○ 圏の役割   ・法定受託事務と自治事務   

府県・市町村の役割、国と地方の関係、  ・その他  

財源、組織及び団体、専門職の役割を  
○都道府県の役割   

含む。）について理解する。  
・福祉行政の広域的調整、事  

業者の指導監督   

・その他  
・福祉行財政の実際について理解する。  

○ 市町村の役割   ・サービスの実施主体、介護保   

・福祉計画の意義や目的、主体、方法、  険制度における保険者   

留意点について理解する。  ・その他  

○ 国と地方の関係   ・地方分権の推進  

・その他  

○ 福祉の財源   一国の財源  

・地方の財源  

・保険料財源  

・民間の財源  

・その他  

・身体障害者更生相談所  

・知的障害者更生相紋所  

・婦人相鉄所  

・地域包括支援センター  

・その他   
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シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

○福祉行政における専門職の  

役割   指導員  

・児童福祉司  

・身体障害者福祉司  

・知的障害者福祉司  

・その他  

②福祉行財政の動向  

③福祉計画の意義と目的   ○ 福祉計画の意義と目的  

○福祉計画における住民参加  

の意義  

○福祉行財政と福祉計画の関  

係  

④福祉計画の主体と方法   ○ 福祉計画の主体  

○ 福祉計画の種類   ・地域福祉計画、老人保健福  

祉計画、介護保険事業計画、  

障害福祉計画  

・その他  

○ 福祉計画の策定過程   ・問題分析と合意形成過程  

・その他  

○福祉計画の策定方法と留意  

点  

○ 福祉計画の評価方法  

40  

シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

・現代社会における社会保障制度の課  ①現代社会における社会保障  ○ 人口動態の変化、少子高齢  

題（少子高齢化と社会保障制度の関係  制度の課題（少子高齢化と社  化   

を含む。）について理解する。   会保障制度の関係を含む。）  ○ 労働環境の変化   ・男女共同参画   

・ワークライフバランス  

・社会保障の概念や対象及びその理念  ・その他  

等について、その発達過程も含めて理        （診社会保障の概念や対象及  ○ 社ム保障の概念と範囲  

解する。  ぴその理念   ○ 社会保障の役割と意義  

・公的保険制度と民間保険制度の関係  ○ 社会保障の理念  

について理解する。  0 社会保障の対象  

○ 社会保障制度の発達  ・社会保障制度の体系と概要について  

理解する。  ③社会保障の財源と費用   ○ 社会保障の財源  

○ 社会保障給付費  

■年金保険制度及び医療保険制度の具  ○ 国民負担率  
体的内容について理解する。  

④社会保険と社会扶助の関係  ○ 社会保険の概念と範囲  

・諸外国における社会保障制度の概要                                                              ○ 社会扶助の概念と範囲  
について理解する。   ⑤公的保険制度と民間保険制  

度の関係   険、民間介護保険  

・その他  

○ 年金保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  



シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項  
想定される教育内容の例  

○介護保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 労災保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 雇用保険制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○社会福祉制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 生活保護制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

○ 家族手当制度の概要   ・制度の目的、対象、給付内容、  

財源構成  

・その他  

⑦年金保険制度の具体的内  

容   ○ 厚生年金  

○ 各種共済組合の年金  

⑧医療保険制度の具休的内  

容   ○ 健康保険  

○ 各種共済組合の医療保険  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・低所得階層の生活実態とこれを取り  （丑低所得階層の生活実態とこ  ○ 低所得者層の生活実態とこ  ■ 低所得者層の生活実態とこ   

巻く社会情勢、福祉需要とその実際に  れを取り巻く社会情勢、福祉  れを取り巻く社会情勢、福祉  れを取り巻く社会情勢、福祉   

ついて理解する。  需要と実際   需要   需要の実態  

・その他  

・相談援助活動において必要となる生  

活保護制度や生活保護制度に係る他  
○ 生活保護費と保護率の動向  ・生活扶助、医療扶助、その他  

の扶助等の動向  
の法制度について理解する。  

（診生活保護制度   ○ 生活保護法の概要   ・生活保護法の目的、基本原   

・自立支援プログラムの意義とその実  理、保謙の原則、保護の種類   

際について理解する。  と内容、保護の実施機関と実  

施体制、保挫の財源、保護施  

投の種類、被保護者の権利及  

び繁務、生活保護の最近の動  

向  

・その他  

（塾生活保謙制度における組織  

及び団体の役割と実際   ○都道府県の役割  

○ 市町村の役割  

○ ハローワークの役割  

④生活保護制度における専門  

職の役割と実際   ○ 査察指導員の役割  

（9生活保護制度における多職  ○ 保健医療との連携   ・連携の方法  

種連携、ネットワーキングと実  ○ 労働施策との連携   ・連携の実際  
際   ・その他  

○ その他の施策との連携  43   
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シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項  
想定される教育内容の例  

⑥福祉事務所の役割と実際  ○ 福祉事務所の組織体系  

○ 福祉事務所の活動の実際  

⑦自立支援プログラムの意義  

と実際   ○自立支援プログラムの作成  

過程と方法  

○ 自立支援プログラムの実際  

⑧低所得者対策   ○ 生活福祉資金の概要  

○低所得者に対する自立支援  

の実際  

○ 無料低額診療制度  

⑨低所得者へ住宅政策   ○ 公営住宅  

44  

シラバスの内容  
想定される教育内容の例   

ねらい   含まれるべき事項   

・相談援助活動において必要となる医  ①医療保険制度   ○ 医療保険制度の概要   ・高額療養費制度の概要   
療保険制度（診療報酬に関する内容を  ○医療貪に関する政策動向  ・その他  
含む。）や保健医療サービスについて  

理解する。  （診診療報酬   ○ 診療報酬制度の概要   ・多様な居住の頓における在  
宅療養   

■保健医療サービスにおける専門職の  ・ターミナルケアを支援する診  

役割と実際、多職種協働について理解  療報酬制度  

する。  ・その他  

（罫保健医療サービスの概要  ○医療施設の概要  ・病院、特定機能病院、回復期  
○保健医療対策の概要  リハビリテーション病棟、地域  

医療支援病院、診療所  
・その他  

④保健医療サービスにおける  
専門職の役割と実際   

○インフォームドコンセントの  
意義と実際  

○ 保健師、看護師等の役割  

○作業療法士、理学療法士、  
言語聴覚士等の役割  

○医療ソーシャルワーカーの  
役割   務指針  

・その他  

⑤保健医療サービス関係者と  ○ 医師、保健師、看護師等と  ・連携の方法  
の連携と実際   の連携   ■連携の実際  

■医療チームアプローチの実際  
・その他  



シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項   
想定される教育内容の例  

・相談援助活動と法（日本国憲法の基  ①相級援助活動と法（日本国  ○ 相抜援助活動において想定  ・福祉サービスの利用と契約   
本原理、民法・行政法の理解を含む。）  憲法の基本原理、民法・行政  される法律間埴   ・消費者被害と消費者保護   

との関わりについて理解する。   法の理解を含む。）との関わり  ・自己破産  
■借家保証   

・相談援助活動において必要となる成  
・行政処分と不服申立  

年後見制度（後見人等の役割を含  
・その他  

む。）  ○ 日本国憲法の基本原理の理  ・基本的人権の尊重   
について理解する。  解   ・その他  

・成年後見制度の実際について理解す  
○ 民法の理解   ・契約  

る。  
・不法行為  
・親族   

・社会的排除や虐待などの権利侵害や  
・相続  
・その他  

認知症などの日常生活上の支援が必  
要な者に対する権利擁株活動の実際  ○ 行政法の理解   ・行政行為   

について理解する。  ・行政事件手続  
・情報公開  
・その他  

○ 成年後見の概要   ・成年被後見人の行為能力  
・成年後見人の役割  
・その他  

○ 保佐の概要   ・被保佐人の行為能力  
・保佐人の役割  
・その他  

○ 補助の概要   ・補助人の役割  
・その他  

○ 任意後見  

○民法における親権や扶養の  
概要  

シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

③ 日常生活自立支援事業  ○日常生活自立支援事業の概  

要   ・生活支援員の役割  

・日常生活自立支援事業の最  

近の動向  

・その他  

④成年後見制度利用支援事  

業   の概要  

（9権利養護に係る組織、団  

体の役割と実際   ○ 法務局の役割  

○ 市町村の役割（市町村申立）  

○ 弁護士の役割  

○ 司法暮士の役割  

○ 社会福祉士の活動の実際  

○認知症を有する者への支援  
の実際  

○消費者被害を受けた者への  

対応の実際  

○被虐待児・者・（高齢者を含  

む。）への対応の実際  

○アルコール等依存者への対  
応の実際  

○ 非行少年への対応の実際  

○ ホームレスへの対応の実際  

○多聞低量練ケースヘの対応  

の実際  



シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項   

・障害者の生活実態とこれを取り巻く社  ①障害者の生活実態とこれを  ○ 障害者の生活実態とこれを  

会情勢や福祉・介護需要（地域移行  取り巻く社会情勢、福祉・介護  取り巻く社会情勢   

や就労の実態を含む。）について理解  ○障害者の福祉・介護需要  
する。   

（地域移行や就労の実態を含   

む。）   ・障害者の地域移行や就労の  
・障害者福祉制度の発展過程について  

理解する。  
実態  

・その他  

・相談援助活動において必要となる陣  ②障害者福祉制度の発展過  ○ 障害者福祉制度の発展過  
程   害者自立支援法や障害者の福祉■介  

護に係る他の法制度について理解す  ○ 障害者自立支援法の概要  ・障害者自立支援法の目的、   

る。  障害程度区分判定の仕組みと  
プロセス、支給決定の仕組み  

とプロセス、財源、障害福祉  

サービスの種類、障害者支援  
施設の種類、補装具・住宅改  
修の種類、自立支援医療、地  
域生活支援事業、苦情解決、  
審査請求、障害者自立支援制  
度の最近の動向  

・その他   

48  

シラバスの内容  

ねらい   含まれるべき事項  
想定される教育内容の例  

④障害者自立支援法における  

組織及び団体の役割と実際   

○ 都道府県の役割  

○ 指定サービス事業者の役割  

○国民健康保険団体連合会  
の役割  

○ 労働関係機関の役割   ・ハローワーク  

・その他  

○ 教育機関の役割   ・特別支援学校  
・その他  

○障害者自立支援制度におけ  
る公私の役割関係  

⑤障害者自立支援法における  
専門職の役割と実際   ○ サービス管理責任者の役割  

○ 居宅介護従業者の役割  

⑥障害者自立支援法における  ○ 医療関係者との連携   ■ 連携の方法  

と実際   
多職種連携、ネットワーキング   ○精神保健福祉士との連携  

○障害程度区分判定時におけ  
る連携  

○サービス利用時における連  

携  

○労働関係機関関係者との連  
携  

○教育機関関係者との連携   

49   



シラバスの内容  

ねらい   
想定される教育内容の例  

含まれるべき事項  

⑦相談支援事業所の役割と実  

際   系  

○相醸支援事業所の活動の  

実際  

⑧身体障害者福祉法   ○ 身体障害者福祉法の概要  ・身体陣書者福祉手帳、身体  

障害者福祉法に基づく措置  

・その他  

⑨知的障害者福祉法   ○ 知的障害者福祉法の概要  ・療育手帳、知的障害者福祉  

法に基づく措置  

・その他  

⑩精神保健及び精神障害者  ○輔神保健及び精神障害者  ・精神保健福祉手帳、精神保  
福  福祉に関する法律の概要   健及び精神障害者福祉に閲す  
祉に関する法律  る法律に基づく措置入院  

・その他  

⑪発達障害者支援法   ○ 発達障害者支援法の概要  ・発達障害者支援センターの  

役割  

・その他  

⑫障害者基本法   ○ 障害者基本法の概要  

⑬心神喪失等の状態で重大な  

他事行為を行った者の医療及  

び観察等に関する法律   び観察等に関する法律の概要  

⑭高齢者、障害者等の移動等  

の円滑化の促進に関する法律   

の概要  

○ 教育内容の見直しにおいては、精神保健福祉士教育力リキュラムの中で、精神障害者に限らず、  

障害者等の相談援助を行う際に不可欠となる、ソーシャルワークに係る基礎的な知識及び技術の  

習得に関する教育内容を基礎科目として考えることとする。  

○ その際、平成21年度に改正された共通科目においては、精神保健福祉士の知識及び技術として  

重要となる「現代社会と福祉」、「地域福祉の理論と方法」の2科目を基礎科目から除外していたところで  

あるが、今回の見直しにより、精神障害者の支援という観点で関連する教育内容が専門科目にも盛  

り込まれることから、先の2科目を基礎科目として位置づけることとする。  

○ 短期養成施設のカリキュラムについては、上記の考え方に基づく基礎科目を修めて卒業した者に  

加えて、一定の相談援助に関わる実務経験を有する者を対象とするものであることから、精神保健  
福祉士に求められる専門的な知識と技術の習得に重点を置いた教育力リキュラムとする。  

科目  時間  

精神疾患とその治療   60  

精神保健の課題と支援   60  

精神保健福祉相談援助の基盤Ⅱ   30  

精神保健福祉の理論と相談援助の展開   120  

精神保健福祉活動を支える制度・サービス   60  

精神障害者の生活支援システム   30  

精神保健福祉援助演習Ⅱ   60  

精神保健福祉援助実習指導   90  

精神保健福祉援助実習   210   

合計  720   

ヤ・て「帽ミ   



Ⅱ 教員（実習・演習を除く）  

52  

1専任教員の数  

○ 学生総定員の区分に応じた専任教員の数に係る基準は変更しない。  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

屠行どガリ   ○ 下表に定める数以上の専任教員を有すること。  

学生総定員の区分   専任教員数  

80人事で  3  

81人から200人まで  3十学生絵定畠－80   
卑P  

201人以上  
い学生総雷ト200 亭0  
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見直し案  

①短期養成施設及び一般養成施設等   

別表第○に定める数以上の専任教具を有し、かつ、   

専任教員として、次に掲げる者を少なくとも1人ずつ   

有すること。  

（1）教務に関する主任者  

（2）稚神保健福祉相談の基盤Ⅱ、挿神保健福祉の理論と  

相談援助の展開し精神保健福祉活動を支 える制度・  

サービス、精神陣害者の生活支援システム、又は精神  

保健福祉援助演習Ⅱを教授できる者  

（3）精神保健福祉援助実習又は挿神保健福祉援助実習  

丘豊を教授できる者   

③原則として、教員は、1の精神保健福祉士養成施設  

等（1の精神保健福祉士養成施設等に2以上の課程が   

ある場合は、1の課程）に限り、専任教員となるもので   

あること。  

（D短期養成施設及び一般養成施設等   

別表第2に定める数以上の専任教員を有し、かつ、   

専任教具として、次に掲げる者を少なくとも1人ずつ   

有すること。  

（り教務に関する主任者  

（2）精神保健福祉論、精神保健福祉援助技術論又は∃   

神保健福祉援助技術各論を教授 できる者  

（3）精神保健福祉援助実習を教授できる者  

③原則として、教員は、1の精神保健福祉士養成施設  

等（1の精神保健福祉士養成施設等に2以上の課程が  

ある場合は、1の課程）に限り、専任教員となるもので   

あること。  

○ 教員要件については、実践力の高い精神保健福祉士を養成する観点から、現行の教  
員要件を踏まえつつ、   

① 保健、医療、福祉サービス等の現場で、実際に活動している精神保健福祉士を広  
く活用できるようにすること   

② 国の行政機関又は地方公共団体の職員として、5年以上の実務経験があれば、  

当該科目に関して教授できるようにすること   

③「精神疾患とその治療」や「精神保健の課題と支援」を含めて、当該科目に関する研  

究領域を専攻した修士又は博士の学位を有する者も、教授できるようにすること   

④ 共通科目については、社会福祉士と同様の要件を設けるとともに、さらに一部の科  
目については精神保健福祉士として5年以上の実務経験があれば、当該科目に関し  
て教授できるようにすること   

⑤「精神保健福祉相談援助の基盤I」（読み替え可能科目）については、社会福祉士  
として5年以上の実務経験があれば、当該科目に関して教授できるようにすること   

といった見直しを行う。（その他の基準については、現行どおりとする。）  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  

▲ 
」二． 



（1）見直し案の概要  

○ 新しい教育力リキュラムにおける科目ごとに、  

①当該科目を担当する大学等における教授、准教授、講師又は助教  

②当該科目の担当として3年以上の教育経験を有する専門学校の専任教員  

③当該科目に関する研究領域を専攻した修士又は博士の学位を有する者  

④当該科目に関する業務に5年以上の実務経験を有する国の行政機関又は   

地方公共団体の職員（経験者を含む。）  

⑤5年以上の実務経験を有する精神保健福祉士  

⑥5年以上の実務経験を有する社会福祉士（一部の専門科目を含む。）  

⑦精神障害者の保健、医療及び福祉に関する業務に5年以上従事した経験を   
有する医師  

のいずれかを満たす教員を確保しなければならないこととする。   

また、共通科目については社会福祉士と同様の要件としつつ、一部の科目につい  

ては5年以上の実務経験を有する精神保健福祉士を加えて、いずれかを満たす教員  

を確保しなければならないこととする。  

（見直し後の科目ごとの教員要件）  

○印は、社会福祉士教育における教員要件と同様のもの。●印は、現行の規程（精朴社会）の考え方と比較して追加となるもの。 57   



（参考）現行の精神保健福祉士養成施設の教員要件について   

○ 現行の精神保健福祉士養成施設における教員要件については、科目ごとに、  

① 当該科目を担当する大学等における教授、准教授、講師又は助教  

② 当該科目の担当として3年以上の教育経験を有する専門学校の専任教員  

③ 当該科目に関する研究領域を専攻した修士又は博士の学位を有する者  

④5年以上の実務経験を有する精神保健福祉士  

⑤精神障害者の保健及び福祉に関する業務に5年以上従事した経験を有する医師  

のいずれかを満たす教員を確保しなければならないこととする。  

58  

（2）見直し実の具体的内容  

▼  －】岬－‾ 



機関において、津令の規定lこ従い、精神保健福祉   

援助実習を担当する教授、准革授、助教又は講師   

（非常勤を含む。）として選考された者  

（イ）専修学校の専門課程の専任教員として、精神保  

健福祉援助実習を3年以上担当した経験のある者  

（ウ）精神保健福祉士の資格取得後、5年以上相談援  

助業務に従事した経験のある者  

（4）指虞規則第6条軍2号に定める専任教員は、精神保  

健福祉論、精朋保健福祉援助技術総論、精神保健福  

祉援助技術各論又は精神保健福祉援助実習を担当で  

きる看であり、かつ、（3）に掲げる資格要件のいずれか   

に該当するものであること。  

（5）指屠規則第5条第1号に定める専任教員は、それぞ  

れ（3）に掲げる資格要件に該当するものであること。  

（6）指屠規則第5条第2号に定める専任教員は、精神保  

健福祉論、精神保健福祉援助技 術総論、精神保健福  

祉援助技術各論又は精神保健福祉援助実習を担当で  

きる看であり、かつ、（3）に掲げる資格要件のいずれか   

に該当するものであること。  

（7）精神医学又は精神保健学の教員になることができる  

量  

精神障害者の保健及び福祉に関する業務に5年以  

上従事した経験のある医師  

（8）精神科リハビリテーション学の教員になることができ  

る者は、次に掲げる資格要件のいずれかに該当する壱  

見直し案   

であることが望ましいこと。  

ア 精神障害者の保健及び福祉に関する業務に5年  

以   

上従事した経験のある医師  

イ欄得後、5年以上相談援  

助   

業務に従事した経験のある者  

（9）精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福  

祉士一般養成施設等をあわ せて設置する場合は、両  

施設の学生総定員を足した数を指定規則別表第2の  

「学生総定員の区分」欄に当てはめて算出した数以上   

の専任教員を有すること。  

（10）その他の教皇については、担当する科巨＝こついて  

当の学識経験を有する看であること。   

膜において、当該科目に関する研究領   

看で修士又は≠士の学位を右する着  

地精神障害者の保健、医療及び福祉に  

攻した   

早年以上従事した経験を看する医師  

皿園の行政機関又は地方公共団体において従手した   

当該科白に関する業務に5年以上従   

過稚神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の   

事した経験のある看  

掃こ5年以上従事した経験を有する孝  

女」≒通科目  

1ZJ社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設   

運営に係る指針による教員要件を参照する。  

1五「地域福祉の理論と方法」、「福祉行財政と福祉計画   

∫低所得者に対する支援と生活保護制度」、「保健医痛   

サービス」、「権利擁護と成年後見制度」、「障害者に斉   

する支援と障害者自立支援制度」については皿   

関わらず、精神保健福祉士の資格を取得した後、相剥   

援助の業務に5年以上従事した経験を有する者とす居   
ことができる 

【経過措置】   
力については、平成24年3月31日において、現に科  

且星担当する教皇であって、（ア）、（イ）に該当しないもの  

に？い三β、平像≧ヱ年3月31日まての間、引続き科目奄  
担当することができるものとする。  



Ⅲ 施設設備  
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○ 精神保健福祉士養成施設の設置主体については、運用上、地方公共団体、学校法   
人及び社会福祉法人のいずれかであることが要件となっているが、養成施設の指定基   
準においてこれを改めて明確化する。  

【一般養成施設一短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

眉神原虐宿敵土着成舷紡ごつい石皆、虜定をし  

「参考ノ＃会題社土着成虚脱運営潜封仁おいこ  

以下の農産坊払  

設置主体は、地方公共匝体、学校法人及び社会福祉法  館主鰍彪方公＃β併、学校彦人及び＃会舶   
人を原則とすること。   磨人吉鰍すること，   

63  
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○ 建物（校舎）については、自己所有であることが要件となっているが、事業の継続性が  
ことを前提に、借家の場合でも可能となるよう、規制を緩和する。  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  

64  

1学級の定員については、40人以下でなければならないこととされているが、養成施  

設の裁土により決定できるように改める。  

【一般養成施設  

見直し案   現行   

少産くとも1以上の学級を設けること。   1学級の定員は、40人以下であること。   
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○ 普通教室の数については、同時に授業を行う学級の数を下らない数を設置しなけれ  
ばならないこととされているが、講義系科目について、大教室における授業が可能となる  
よう、規制を緩和する。  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

（D 同時に授業を行うために必要な数の普通教室を有  ①同時に授業を行う学級の数を下らない数の室員辺   

すること。   普通教室を有すること。   

②普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当   ②普通教室の広さは、内法による測定で学生1人当   

たり1．65平方メートル以上であること。   たり1．65平方メートル以上であること。  

（ex．）1学級40人×2クラス（80人）の養成施設の場合  

〈見直し後〉 普通教室1室（80人×1室）でも可 ← 〈現行〉 普通教室2室（40人×2室）以上が必要  
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○ 精神保健福祉士の活動領域においては、パソコン等のIT機器を活用した支援が求め  
られていることから、これらを活用した支援手法の学習の機会が確保されるよう、パソコ  
ン等の汀機器を設置することが望ましい旨の規定を追加する。  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案   現行   

授業において、学生がパーソナルコンピューター等のⅠ  肋L   

T機器を活用した相放援助の技術等を学習することがで   

きるよう、必要な設備を投けることが望ましいこと。   
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図書室については、情報公開を進めることを前提に、図書室に係る設置規制のみ課  

こととし、図書の具体的な数量は示さないこととする。  

【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案  

①教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有   

すること。  

② 図書室を有すること。  

③ 学生の希望を勘案し、定期的に蔵書を補充・更新  

ヒさその充実に努めること。   

塵周書室の蔵書以外にも関連する文献等について  

慎報検索できるよう必要な機器を整備すること。  

①教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有  

すること。  

② 図書室を有すること。  

（卦昼間課程及び夜間課程においては、指定規則別  

表第1に定める科白に関する寺門図書を1．000冊以  

上、学術雑誌を10種類以上備えていること。  

※ このほか、図書室内の蔵書量等についての情報公開を義務づけることとする。（うP．100）  
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演習室と実習指導室については、それぞれ別途教室を確保しなければならないことと  
れているが、授業の実施に当たって支障がない場合には、これらの教室を共用するこ  

、規制を緩和する。  
【一般養成施設・短期養成施設共通】  

見直し案  

①少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室  

を有すること。  

②少なくとも学生20人につき1室の割合で実習指導  

を行うための実習指導室を有すること。   

ただし授業の実施に当たって、教育に支障がない  
榔室と実習指導室 とを共用することが   

可能であること。  

③演習室又は実習指導室には、視聴覚機器を備え付   

けること。  

①少なくとも学生20人につき1室の割合の演習室  

を有すること。  

②精神保健福祉援助実習の指導を行うための実習指  

導室を有すること。  

③実習指導室には、視聴覚機器を備え付けること。  
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（参考）現行の精神保健福祉士養成施設の設備基準について  

指定規則   指導筆領   

1学級の定見  40人以下  

普通教室   同時に授業を行う学級の数を下らない数 の専用の普通教室を有すること。  学生1人当たり1．65n了（内法方法）以上  
演習室   

少なくとも学生20人につき1室を有するこ  

昼間課程  と。  

夜間課程  

実習指導室  精神保健福祉援助実習の指導を行うため の実習指導室を有すること。  ・視聴覚機器の備え付け  
・図書室  

その他   
教育上必要な機械器具、図書その他の設 を有すること 
備。  

・学術雑誌を10種類以上   

1学級の定見  なし  

講義室   
面接授業実施期間中に確保されているこ  
と。  

通借課程  演習室   
少なくとも学生20人につき1室を、面接授  

業実施期間中に確保されていること。  

実習指導室  なし   

その他   なし  
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